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衆
議
院
議
員
神
津
た
け
し
君
提
出
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す

る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
神
津
た
け
し
君
提
出
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に

関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
建
築
物
に
対
す
る
断
熱
化
等
の
義
務
の
例
外
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
現

在
国
会
で
審
議
中
の
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
以
下
「
法
案
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
に
お
い
て
は
、

現
行
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
現
行
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
と
同
様
の
適

用
除
外
規
定
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
新
法
第
二
十
条
の
委
任
に
基
づ
く
政
令
に
お
い
て
も
現
行
法
第
十
八
条
の
委
任
に
基
づ

く
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
と
同

様
の
内
容
を
定
め
る
予
定
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

法
案
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
六
条
第
一
項
及
び
第
六
条



 

２ 

 

の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物
の
建
築
に
関
す
る
確
認
（
以
下
「
建
築
確
認
」
と
い
う
。
）
に
係
る
審
査
体
制
に
つ

い
て
は
、
建
築
確
認
の
申
請
者
、
建
築
主
事
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
主
事
を
い
う
。
）
及
び
指
定
確
認
検

査
機
関
（
同
法
第
七
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
確
認
検
査
機
関
を
い
う
。
）
に
お
け
る
事
務
負
担
の
軽
減

に
資
す
る
建
築
確
認
に
係
る
手
続
の
デ
ジ
タ
ル
化
等
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
支
援
し
て
ま
い
り
た
い
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
災
害
等
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
て
、
太
陽
光
発
電
設
備
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
に
保
守
点
検
に
万

全
を
期
す
こ
と
、
破
損
し
た
パ
ネ
ル
を
発
見
し
た
場
合
に
は
当
該
パ
ネ
ル
に
近
づ
か
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
等
の
注
意
喚
起

を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
こ
う
し
た
取
組
を
続
け
て
ま
い
り
た
い
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
経
済
産
業
省
及
び
環
境
省
が
実
施
す
る
Ｚ
Ｅ
Ｈ
（
快
適
な
室
内
環
境
を
実
現
し
な
が
ら
、
建
物
で
消
費
す
る
年

間
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
収
支
を
ゼ
ロ
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
住
宅
）
の
購
入
に
対
す
る
補
助
事
業
で
あ
る
ネ
ッ
ト
・
ゼ

ロ
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
ハ
ウ
ス
実
証
事
業
及
び
戸
建
住
宅
ネ
ッ
ト
・
ゼ
ロ
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
ハ
ウ
ス
（
Ｚ
Ｅ
Ｈ
）
化
等
支
援
事

業
に
お
い
て
は
、
一
般
社
団
法
人
環
境
共
創
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
登
録
さ
れ
た
Ｚ
Ｅ
Ｈ
ビ
ル
ダ
ー
又
は
プ
ラ
ン
ナ
ー
が
設
計
し
、



 

３ 

 

建
築
し
又
は
販
売
す
る
Ｚ
Ｅ
Ｈ
を
施
主
が
購
入
す
る
場
合
に
限
り
、
補
助
の
対
象
と
し
て
い
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

一
般
論
と
し
て
、
太
陽
光
発
電
設
備
が
長
期
間
適
切
に
保
守
管
理
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
パ
ネ
ル
の
破
損
、
ケ
ー
ブ

ル
の
破
断
、
パ
ワ
ー
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
の
故
障
に
よ
る
感
電
事
故
や
電
気
火
災
等
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
ほ
か
、
太

陽
光
パ
ネ
ル
の
架
台
に
さ
び
や
ボ
ル
ト
の
緩
み
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
太
陽
光
発
電
設
備
の
損
壊
等
が
発
生
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
引
き
続
き
太
陽
光
パ
ネ
ル
等
の
安
全
性
に
関
す
る
技
術
上
の
調
査
に
努
め
て
ま
い
り

た
い
。 


